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グルッポふじとう 地域住民サポーター構想                 資料２ 

 

１ 地域住民サポーターの全体構想 

（1） グルッポふじとうの運営者（指定管理者：高蔵寺まちづくり㈱）の協力者 

（2） 指定管理者が随時、地域住民サポーター（以下「サポーター」という。）へ活動情報

を提供（メーリングリスト、施設内掲示板など、今後検討） 

（3） サポーター自身が自ら活動場所を見つけることも想定。原則、指定管理者への活動機

会の創出に関する相談や提案を受付 

（4） サポーターが活動する際に必要な一般的な消耗品等の道具は、指定管理者が用意 

（5） 参加登録いただいたサポーターについて、指定管理者がボランティア活動保険（愛知

県社会福祉協議会）に加入。※既に他の活動団体で同活動保険に加入しているサポータ

ーは除く。 

 

 ＜体系図イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設オープン前後の当面の予定 

（1）４月１日（日）施設オープン後、５月のゴールデンウイークまでは大変混雑が予想さ

れるため、指定管理者として通常施設運営の体制を確実なものにしていきたい。 

（2）施設オープン後、約３か月間（４月～６月）は準備期間としたい。指定管理者が参加

登録いただけるサポーターと一緒に仕組みを作っていきたい。随時打合せ会等を開催し

たい。 

 

 

 

指定管理者：高蔵寺まちづくり㈱ 

施設全体維持管理 

図書館運営 

児童館運営 

その他、コミュニティカフェ、

体育館、運動場等の管理運営 

地域住民サポーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加登録 

活動機会提供 

施設全体維持管理（花壇手入れ、

草取り、防犯パトロール等） 

図書館（図書の整理整頓、パト

ロール等） 

児童館（遊び相手、話し相手

等） 

・・・・・ 
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＜当面のスケジュール＞ 

時期 項目 必要手続き 

事
前
作
業 

３月 17 日（土） 

午前9時30分～

午前 10 時 30 分 

 

■グルッポふじとうの花壇

（広場）の花植え 

・集合時間：当日午前９時

20 分までに集合 

・集合場所：グルッポふじ

とう広場（雨天決行） 

・軍手、スコップ等の道具

が持参できる方は持参願

います 

・事前作業・４月１日案内役参

加届（別紙２）を平成 30 年

３月７日（水）までに提出（メ

ール、ＦＡＸ又は郵送） 

※メールアドレス等は「４ 

問い合わせ・送付先」のとおり 

※作業しやすく汚れてもよい

服装でお越しください 

※ボランティア活動保険は未

加入ですので、ご了承いた

だける方のみ御参加くださ

い 

３月 27 日（火） 

午前9時30分～

正午 

■グルッポふじとう建物内

の大掃除（掃き掃除） 

・集合時間：当日午前 9 時

20 分までに集合 

・集合場所：グルッポふじ

とう３階大会議室 

・軍手、ホウキ、マスク等

の道具が持参できる方は

持参願います 

施
設
オ
ー
プ
ン
後 

４月１日（日） 

午前 10 時～正午 

午後１時～午後

４時 

■グルッポふじとうのオー

プン１日目の利用者案内役 

・集合時間、場所、当日の

役割などは打合せ会時に決

定 

・事前作業・４月１日案内役参

加届（別紙２）を平成 30 年

３月７日（水）までに、及び地

域住民サポーター登録届（別

紙１）を平成 30 年３月 20

日（火）までに提出（メール、

ＦＡＸ又は郵送） 

※メールアドレス等は「４ 

問い合わせ・送付先」のとおり 

※４月１日から適用されるボ

ランティア活動保険に加入

します。 

上記の事前打合せ会を、３月 17 日（土）午前 11 時～正

午に、グルッポふじとう３階大会議室で開催。 

４～６月中 ■サポーター仕組みづくり

打合せ会など、調整の場

を設定予定 

登録者に対して指定管理者か

ら連絡 
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３ 地域住民サポーター登録ルール 

毎月 20 日を翌月活動開始登録の受付期限とし、当該受付期間までに、地域住民サポータ

ー登録届（別紙１）を指定管理者に提出。20 日が施設休館日（月曜日等）の場合はその前

日までとする。 

活動はその翌月１日から可能。 

 

対象 登録届提出期限 活動可能時期 書類提出先 

４月１日活動開始分 ３月 20 日（火） ４月１日（日）～ 春日井市ニュータ

ウン創生課 

５月１日活動開始分 ４月 20 日（金） ５月１日（火）～ グルッポふじとう 

６月１日活動開始分 ５月 20 日（日） ６月１日（金）～ グルッポふじとう 

 次月以降、同様のルール 

 

４ 書類提出・問い合わせ先 

春日井市ニュータウン創生課（市役所９階） 

  住所：〒486-8686 

      春日井市鳥居松町５-44 

      電話：（0568）85-6048 

      FAX：（0568）85-0991 

      メール：nt-sosei@city.kasugai.lg.jp 

 

 ※平成 30 年４月１日（日）以降は、指定管理者による事業となりますので、直接グル

ッポふじとうへ提出、お問い合わせ等をお願いします。 

 

  電話 0568-37-4919 


